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女性が活躍す
る場について

　最近，「女性が活躍す
る場を」とよく聞くが，
活躍する場と言われて
も，なかなか具体的なイ
メージが掴みづらい。ど
のようなものがいいの
か，或いはどうしたらよ
いか，構想等があれば教
えていただきたい。

　女性が活躍する前提として，性別に関
わりなく誰もが個性と能力を発揮できる
環境が必要であると考えています。
　そのため，今年度から，女性の能力発
揮の妨げとなっている職場等における
ジェンダー・ギャップ（男女格差）を解
消するため，新たにジェンダー平等推進
プロジェクト事業を実施し，県民の皆様
の取組に向けた気運醸成を図ってまいり
ます。

男女共
同参画

室

　県では，県就職情報提供サイト「かご
Job」において，県内就職希望者等に対し
県内企業の魅力を効果的に情報発信する
ほか，各地域振興局・支庁等において
も，企業紹介パンフレットの作成や合同
企業説明会の開催等を通じて県内企業の
魅力をＰＲするなど，若者の県内就職促
進を図っております。
　起業支援については，起業準備に取り
組む方々等を対象に，ビジネスプラン策
定の支援，ビジネスプランコンテストへ
の参加の働きかけ，事業化に当たって必
要となる設備やＰＲに係る経費の補助な
どを通じて，一貫した伴走支援を行うこ
ととしているほか，これまで実施してき
た働く女性のキャリアアップ等を支援す
るセミナーに加え，今年度は，女性の起
業を支援するセミナー等も開催すること
としています。
　また，かごしま製造業振興方針に基づ
き，食品・電子・自動車の重点分野に加
え，ヘルスケアや環境・新エネルギー，
情報通信，ロボットなど，今後成長が期
待される産業分野等における企業の誘致
を推進しており，若者の雇用の場の創出
に向け，引き続き，企業立地に向けた取
組を積極的に行ってまいります。

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

産業立
地課

新産業
創出室

商工政
策課

雇用労
政課

男女共
同参画

室

若者が就労で
きる企業につ
いて

　若い人たちが県内で働
ける企業があるとよい。

人づく
り

知事とのふれあい対話（鹿屋市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

区分
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人づく
り

若者について

　どのような若者が増え
たらいいと思っている
か。また，今後どのよう
な若者たちが鹿児島を支
えていくと考えている
か。

　青少年の自立の精神と豊かな感性のか
ん養，国際的感覚やふるさとを愛する心
を醸成するために，郷土芸能等の伝承活
動等に取り組む団体への支援や他県及び
海外との交流など青少年の活動促進等の
取組を実施してまいります。
　また，学校や地域において，郷土の歴
史・文化・産業を学ぶ活動や，大自然を
フィールドとした体験活動，地域の食材
を使った商品開発をはじめとする地域課
題の解決を目指した取組，農業や観光業
など地域を支える職場におけるインター
ンシップなどを通じて郷土に誇りをもて
るよう，郷土教育の充実を図ってまいり
ます。

青少年
男女共
同参画

課

義務教
育課

観光・
ＰＲ

大隅半島の観
光地について

　何か観光地になるよう
なことはできないのか。
観光で，大隅半島を何と
かしてほしい。

  県では，関西圏在住の方々に大隅地域
へ来ていただくため，フェリーさんふら
わあとタイアップし，大阪メトロ本町駅
構内において，大隅半島の観光地やグル
メを紹介するとともに，大隅の観光地を
巡るモデルルートを作成し，ホームペー
ジで紹介しているところです。
　観光振興のためには，地域の多様な主
体が連携して，広域的に「観光地域づく
り」に取り組むことが重要であり，その
中心となるのがＤＭＯのような組織であ
ると考えております。
　このため，稼げる観光地域づくりに向
けた組織づくりや人材育成の支援に取り
組んでまいります。

観光課

観光・
ＰＲ

在留外国人の
ＳＮＳ等の情
報発信による
インバウンド
対策について

　企業実習生が経験して
いることなどを，ＳＮＳ
やフェイスブックを通し
て写真等で発信してお
り，ものすごいフォロ
ワーの数で，彼らの自国
に限らずいろんな国の方
が見ている。この地域を
素晴らしいところ，いい
ところだよと発信してく
れるのは，観光について
もプラスになる。インバ
ウンド需要に力を入れて
いる鹿児島県において，
企業実習生のそういった
労働力以外の価値に気付
いているか。

　外国人技能実習生などの在留外国人の
皆さんが，ＳＮＳ等を活用し，自然や歴
史，食などの多彩な鹿児島の魅力を実体
験に基づき発信してくださることは，本
県の認知度向上や観光誘客などに期待で
きると考えています。
　昨年度は，県内にお住まいの在留外国
人の方を対象に「奄美大島」の魅力をＳ
ＮＳで発信していただくモニターツアー
を実施したところですが，今年度も新型
コロナウイルス感染症の状況を見極めな
がら，引き続き実施したいと考えていま
す。
　また，今年度リニューアルを予定して
いる多言語版観光サイトに地域の行事や
イベントなどをタイムリーに掲載できる
ようにし，サイトを通じた在留外国人向
けの情報提供にも取り組んでまいりま
す。

観光課
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観光・
ＰＲ

プレミアム宿
泊券等の購入
機会の平等に
ついて

　観光業に携わっている
が，４月１日に販売が行
われたプレミアム宿泊券
の販売を知らなかったと
いうお客様が数多いなと
いう印象がある。どうし
ても４月１日，年度初め
の10時30分から窓口に並
ぶというのは難しい方も
多く，個人的な意見とし
ては，平等性に欠けるな
といった印象があった。
販売時間が一斉だと，
１，２分で売り切れたと
いう話をよく耳にするの
で，検討いただきたい。

　今回のプレミアム宿泊券の販売につい
ては，3月31日まで実施していた旅行商品
の割引から切れ目なく旅行需要喚起を図
るために，４月１日からの販売としたと
ころです。
  いただいた御意見につきましては，今
後の事業執行の参考にさせていただきま
す。

観光課

　県では，地域の若者が文化芸術を通じ
て自分たちの地域に誇りを持てるよう，
鑑賞機会の充実や地域文化の継承・発展
等に取り組むとともに，これらを基本方
針とする県文化芸術推進基本計画を，本
年３月に策定したところです。
　今後とも，鹿児島で生まれ育った若者
がふるさとに誇りを持てるよう，同計画
に基づき，小・中学校等の児童・生徒を
対象として音楽，舞踊の公演を行う等の
事業を実施してまいります。
　また，地域文化を含む地域資源の発
掘・磨き上げ，さらに，観光資源として
の活用については，地域全体の観光資源
をコーディネートするＤＭＯのような組
織において，戦略的に行っていくことが
重要であると考えています。
　このため，稼げる観光地域づくりに向
けた組織づくりや人材育成の支援に取り
組んでまいります。

文化振
興課

観光課

　郷土教育については，将来鹿児島に住
んで，郷土の発展を支えようとする人材
を育成するため，鹿児島の歴史，伝統，
文化，産業，地域の特性等を理解し，ふ
るさとに誇りをもつことができるような
教育を実施しています。
　例えば，学校においては，大島紬の泥
染め体験に参加して伝統的工芸品の学習
を行ったり，棒踊りや諸鈍シバヤといっ
た郷土芸能の伝承に取り組んだりしてい
ます。
　また，民俗芸能の伝承意欲を高め，後
継者の育成を図るため，無形民俗文化財
の伝承活動に取り組んでいる児童生徒に
対する表彰制度を設けています。

義務教
育課

文化財
課

文化芸術面の
郷土教育につ
いて

　地域の若い子たちが，
自分たちの地域を誇っ
て，将来的に人材として
戻ってくるような教育が
できるように，文化芸術
を活用できれば，文化に
携わる人間としてもやり
がいがある。もっともっ
と自分たちが持っている
技術を，県とか地域のた
めに生かしていきたい。
県として，長期的な戦略
をどのように考えている
のか。

文化振
興
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高齢者
支援

高齢者の生活
支援について

　色々な不便があり，
困っている高齢者が鹿屋
だけではなく県内でも結
構いるじゃないかと思
う。そういった方々に対
し，何かいい手だてがあ
れば教えていただきた
い。

　県では在宅高齢者の生活支援・外出支
援活動や見守り・声かけなどに取り組む
個人・グループに対し，地域商品券等と
交換できるポイントを付与する事業を実
施し，高齢者を地域全体で支える活動を
促進しています。
　また，持続的な生活支援の担い手養成
を図るため，住民参加型福祉サービスの
組織化・活性化支援にも取り組むことと
しています。

高齢者
生き生
き推進

課

社会福
祉課

本県の木材産
業の発展につ
いて

　ここ数日，「ウッド
ショック」と言われて，
木材が急騰している。
住宅の価格が上がりつつ
ある大変な状況である
が，鹿児島の林業や木材
産業がこれから発達する
にはいいチャンスだなと
考えている。これを機
に，鹿児島県の木材産業
が日本でもトップレベル
になるような状況をつく
れると嬉しい。

　県では，木材需要の高まりを好機と捉
え，品質や性能の確かな県産ＪＡＳ製材
品の生産体制の整備や付加価値の高い製
材品の輸出拡大に向けた取組を支援する
など，本県木材産業の競争力強化に努め
てまいります。
　また，森林資源の循環利用を促進する
ことが重要であることから，特に再造林
を推進するため，造林・保育コストの低
減，労働力の確保・育成，優良苗木の安
定供給体制づくりなどの取組を一体的に
進めてまいります。

かごし
ま材振
興課

森林経
営課

林業
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子育て
支援

鹿屋医療セン
ターで小児が
入院する際の
保護者の付き
添いについて

　大隅半島で唯一（子供
が）入院ができる施設が
鹿屋医療センターである
が，その時に必ず付き添
わなければならないとい
う条件がある。（入院が
長期間になると家族の負
担も大きい）。入院して
いる子供の親が付き添わ
なければならない環境
を，医療センターの小児
科医にも相談したが，鹿
屋医療センターではそれ
しかできないという回答
だったので，そのことを
検討していただきたい。

　鹿屋医療センターにおいては，原則，
お子様の安全確保や何より不安解消のた
め，小学校就学前である場合や，病状等
により必要があると判断した場合，父母
又は祖父母等ご家族の付き添いをお願い
しているところです。
　なお，一時的な用事等でご家族が付き
添えない場合，看護師による見守りも
行っております。
　今後とも，入院を要するお子様への付
き添いについて，ご理解とご協力をお願
いします。
　また，小児科を有する他の県立病院
（大島病院，北薩病院）においても，概
ね同様の対応となっています。

県立病
院課

子育て
支援

県民健康プラ
ザへの雨の日
でも子供が遊
べる場所の設
置について

　県民健康プラザ健康増
進センターのあたりに，
屋根つきで子どもたちが
遊べる場所を作ってもら
えるとありがたい。

　健康増進センターには，令和２年１０
月から鹿屋市の子育て交流プラザが開館
しております。雨の日でも利用できる室
内施設です。鹿屋市子育て交流プラザに
利用申請及び予約をして頂くことで利用
可能です。保護者の同伴が必要ですが，
新生児から小学３年生までが利用できま
す。

健康増
進課

安心できる出
産子育て環境
づくりの整備
について

　大隅はすごく住みやす
い場所でありながら，安
心して出産し育てる環境
が整っていない。
　特に産婦人科が少な
く，大隅で出産したい人
が困っているという声を
よく耳にする。
　知事にはこの現状がど
う映っているのか伺いた
い。

　県では，地域周産期母子医療センター
である鹿屋医療センターに対し，運営費
の補助を行うとともに，鹿児島大学と連
携した産科医の派遣を行うなど，大隅地
域の産科医療体制の確保に取り組んでい
るところです。
　また，医師不足が顕著な産科医を確保
するため，分娩手当を支給する産科医療
機関への助成，産科等の専攻医に対する
奨励金の支給，医師修学資金貸与制度に
おける産科等の特定診療科枠の設定を
行っています。
　引き続き，市町村や関係機関と連携し
て，県内のどこにいても安心して子ども
を産み育てられる環境づくりに取り組ん
でまいります。

子育て
支援

子ども
家庭課

医師・
看護人
材課
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障害者
(児)支

援

医療的ケア児
の移動に対す
る支援につい
て

　医療的ケア児は，病院
受診や通院リハビリ，療
育施設への通園，学校へ
の通学など，成長に応じ
て多くの移動が必要にな
るが，現在ある障害福祉
サービスの移動支援は，
こういったことには利用
できない。医療的ケア児
が必要とする移動の支援
がない。
　子供たちが安全に，保
護者の負担が少しでも軽
減できるように，もっと
柔軟に対応できる移動の
支援のあり方を考えてい
ただきたい。

　屋外での活動に困難がある障害者
（児）の外出を支援するため，病院受診
や通所リハビリに係る移動については，
市町村において，障害者総合支援法に基
づく障害福祉サービスにより，支援を
行っているところです。
　また，鹿屋市においては，同法に基づ
き，障害者の地域での自主的な生活や社
会参加を支えるため，病院受診以外の外
出における移動支援を行っておりますの
で，ご相談いただきますようお願いしま
す。
　県は，市町村のこれらの事業の経費の
一部を助成するとともに，今後とも様々
な機会を通して，国に対し，事業が計画
的に実施できるよう十分な財政措置を要
望してまいります。

障害福
祉課

障害者
支援室

障害者
(児)支

援

障害者が自立
して生活でき
る施設の設置
について

　障害者の方々が，将来
自立して生活できる施設
というようなものも検討
していただけたらありが
たい。

　障害者の自立を支援する施設として，
グループホームや就労継続支援事業所等
があり，障害者の地域生活への移行や自
立した生活ができるよう支援をしている
ところです。
　今後とも，市町村と連携しながら障害
者の方々が地域で安心して暮らしていけ
るよう，サービス提供体制の確保に努め
てまいります。

障害福
祉課

医療的ケア児
の保護者に対
するレスパイ
トケアについ
て

　（医療的ケア児の）保
護者負担について，レス
パイトケアが多くのとこ
ろで叫ばれてるが，大隅
半島の医療センターは急
性期医療であることか
ら，家族の負担軽減を目
的に預かることができな
い。そのため，保護者
は，南九州病院がある加
治木まで行かなければな
らないなど，大隅半島在
住者には負担が大きいと
いう現状がある。
　大隅地区でのレスパイ
トについて考えていただ
きたい。

　医療的ケア児の保護者がレスパイトと
して活用できる施設は，医療機関が行う
医療型短期入所事業所となりますが，大
隅地区には，現在，同事業所はありませ
ん。
　日中のレスパイトケアとして活用でき
る障害児通所事業所であれば複数ありま
す。
　また，看護や介護に係る家族の負担軽
減を図るため，訪問看護師が看護を行う
ための経費の市町村助成に対する補助を
行っているところです。
　県では，医療的ケア児とその家族が地
域で適切な支援を受けられるよう，総合
調整を行う専門のコーディネーターの養
成・派遣を進めてまいります。
　今後とも，これらの取組を進めつつ，
大隅地域における今後の対応について，
地元市町とともに検討してまいりたいと
考えております。

障害者
(児)支

援

障害福
祉課
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知事とのふれあい対話（鹿屋市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

区分

外国人
材支援

在留外国人に
対する日本語
教育について

　増加する在留外国人に
対する日本語教室など，
生活基盤を安定させるた
めの学習の平等な機会の
あり方についてどのよう
に考えているか。

  県としては，県内に在留外国人に対す
る日本語教室等の数が非常に少なく，在
留外国人が日本語を学ぶ機会が限られて
いることは，在留外国人が本県において
生活する上で，課題の１つであると考え
ています。
 そのため，昨年度から①オンラインでの
「日本語・日本文化等理解講座」や②在
留外国人に日本語を教えたり，生活情報
の支援を行う「日本語サポーター養成講
座」を実施するとともに，日本語教室の
代表者等を対象とした「地域日本語教育
ネットワーク会議」の開催などの取組を
開始したところです。
　引き続き市町村や日本語教育の関係者
等とも連携しながら，在留外国人の日本
語教育の機会が増えるよう，取組を続け
てまいります。

国際交
流課

外国人
材支援

外国人技能実
習生に対する
待遇について

　（外国人技能実習生
の）受入先の待遇という
のは様々違うようだが，
そういった実態を把握し
ているのか，把握してい
るとしたらどのような形
で把握しているのか。

　県では，県労働局など関係機関と連携
しながら，適正な雇用管理や労働関係法
令，外国人技能実習関係法令の周知を図
るなど，外国人労働者も含めた県内の労
働環境改善に取り組んでいるところで
す。
　また，外国人総合相談窓口を開設して
おり，ベトナム人１名を含む相談員２名
を配置し，多言語コールセンターなども
活用して，英語や中国語，ベトナム語な
ど計21言語で待遇を含む様々な相談に対
応しているところです。
　今後とも，外国人材が安心して働き，
暮らせるための環境整備を図ってまいり
ます。

外国人
材受入
活躍支
援課

水産業
水産業への支
援について

　現状，魚価が非常に下
がり，カンパチの単価も
下がっている。また，出
荷量が大幅に減少してい
るため，水産業は非常に
厳しい状況にある。引き
続き，支援をいただきた
い。

　水産業への支援については，生産者団
体等が行う販売促進活動や県産水産物の
認知度向上への取組のほか，新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けたカンパチ
等の県水産物の消費拡大を図るため，加
工経費やＰＲ・販売促進活動等に支援す
ることとしています。

水産振
興課

水産業
海外に向けて
の販路拡大に
ついて

　経営を安定していくた
め，漁協としては，今後
も，海外に向けて販路を
拡大していきたい。

　海外に向けての販路拡大については，
コロナ禍で変化した輸出先国の需要等の
マーケティング調査や輸出商社等が行う
販売促進活動，商品開発等の取組を支援
するほか，海外への輸出の増加を見据
え，最新の加工機器を備えた新加工場の
建設について，支援することとしていま
す。

水産振
興課
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担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

知事とのふれあい対話（鹿屋市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

区分

水産業

「かごしま豊
かな海づくり
協会」の人工
種苗の安定的
な生産につい
て

　今後の課題の１つに，
持続可能なカンパチ生産
が挙げられる。鹿児島生
まれのカンパチを増やし
ていきたいので，海づく
り協会に（鹿児島生まれ
の人工種苗について）
もっと技術の強化や，支
援をしていただきたい。

　カンパチの人工種苗生産については，
選抜育種による優良品種の技術開発等に
取り組んでいるところです。
　今後とも，養殖業者や関係団体と連携
して，優良なカンパチ人工種苗の品種づ
くりや安定供給に努めてまいります。

水産振
興課

商工
中小企業の事
業承継につい
て

　（中小企業の）後継者
不足をどのように解消し
ていくか，鹿児島県とし
てはどのようなことを考
えているのか。

　事業承継については，長期的な視点で
しっかりと後継者を育成するという意識
改革がまず必要です。
　事業承継における様々な支援策がある
中，県独自の支援として，次世代へ経営
をつなぐためのセミナーの開催，企業評
価にかかる経費への一部補助，支援機関
への専門人材の配置等の支援に取り組ん
でいます。
　後継者が不在の場合など，事業承継に
関するお悩みは，県事業承継・引継ぎ支
援センターなどにご相談ください。

中小企
業支援

課

インフ
ラ整備

海岸線（県道
鹿屋吾平佐多
線）の早期復
旧について

　海岸線（県道鹿屋吾平
佐多線）に現在もまだ片
側しか通れないところが
あるので，早めの復旧を
お願いしたい。

　ご要望のあった県道鹿屋吾平佐多線の
災害復旧工事については，災害査定後，
必要な用地買収などを終え，令和２年度
末までに工事発注を終えたところです。
　今後，早期復旧を進め，本年秋頃まで
には工事を完了する予定です。工事期間
中は，引き続き片側通行を行いますが，
ご理解ご協力をお願いします。

道路維
持課

原子力

鹿児島県原子
力安全・避難
計画等防災専
門委員会の委
員について

　鹿児島県原子力安全・
避難計画等防災専門委員
会の委員の人選について
伺いたい。

　委員の人選や委員構成の見直しについ
ては，九州電力の動向を踏まえながら，
しっかりと対応できるように準備を進め
ていくこととしています。

原子力
安全対
策課
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担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

知事とのふれあい対話（鹿屋市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

区分

原子力

川内原子力発
電所の運転期
間の２０年延
長について

　川内原子力発電所の運
転期間の20年延長は，さ
せないでいただきたい。

　九州電力が運転期間延長の認可申請を
行う場合には，「原則４０年」との認識
の下，特例的な取扱いの可否について，
県の原子力安全・避難計画等防災専門委
員会の委員構成を見直した上で，同委員
会において，科学的・技術的な検証を徹
底的に行い，九州電力及び原子力規制委
員会に対して，厳正な対応を要請してま
いります。

エネル
ギー政
策課

原子力
安全対
策課

原子力

高レベル放射
性廃棄物（核
のごみ）の最
終処分場につ
いて

　核のごみを絶対鹿児島
には持ってこないように
してほしい。

　今後の県勢発展の基盤をしっかりとつ
くっていくためには，鹿児島の基幹産業
である農林水産業や観光関連産業の更な
る振興に取り組む必要があると考えてお
り，本県においては，高レベル放射性廃
棄物の最終処分場を受け入れる考えはあ
りません。

エネル
ギー政
策課

教育
教育のデジタ
ル化による負
担について

　（教育現場で）デジタ
ル化が進んでいる。子供
たちを取り巻く環境が大
きく変化し，現場の先生
方はそれについていかな
いといけない。その上，
「質の高い教育を」とよ
く言われる。また，デジ
タル化の推進のように新
しいものが増えていくこ
とで，子供が一番の犠牲
になるのではないかと懸
念している。この教育現
場の声というのは，知事
に届いているのか。

　現在推進されている「教育の情報化」
は，教育におけるＩＣＴ活用の特性や強
みを生かすことで，児童生徒の主体的・
対話的で深い学びを促し，児童生徒一人
一人の資質・能力を一層確実に育成する
ことのできる教育環境の実現を目指した
ものです。
　県教委では，教職員のＩＣＴを活用し
て指導する力を高めるため，教職員の研
修機会の増加や，県内の様々な実践につ
いての情報提供を実施しております。

義務教
育課

高校教
育課

幼稚園教員免
許の更新のた
めの研修につ

いて

　免許を持っているが働
いていないため免許更新
の時期に研修を受けられ
ない方々がいるので，受
講できるようにしていた
だきたい。

　教員免許状更新講習は，教育職員免許
法等に基づき，過去に教員としての勤務
経験がある場合や，教員としての勤務経
験がない方であっても雇用されることが
見込まれる場合は，受講対象者証明書等
があれば更新講習を受講することができ
ます。
  なお，教員としての勤務経験がなく，
かつ，雇用される見込みがない方は受講
できません。ご不明な点がありました
ら，教職員課へご相談ください。

教育
教職員

課

9



担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

知事とのふれあい対話（鹿屋市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

区分

教育

特別支援学校
以外の学校へ
の看護師の配
置について

　養護学校には看護師が
いるが，一般の学校には
いないので，会話ができ
る子どもであっても，医
療行為の必要性があれ
ば，普通の学校に通うこ
とは諦るよう言われるこ
とがある。
　一般の学校への看護師
の派遣について検討いた
だきたい。

　県教委では，医療的ケアの必要な児童
生徒が在籍している学校を設置する市町
村に対し，国の看護師配置事業に係る補
助金の活用を周知するとともに，県看護
協会等と連携して人材確保の協力を行っ
ております。

特別支
援教育

室

広報
県ホームペー
ジの改善につ
いて

　県のホームページは一
般の人にとって見づらい
ところがある。ページを
開いて開いて開いて，結
局分からなくて直接電話
をして，手間を取らせて
しまう。

　周知すべき情報，問合せや質問が多い
内容について，ホームページへの掲載が
不足していないか，ページ構成は適切か
との観点で，改めて，見直してまいりま
す。

広報課
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担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

知事とのふれあい対話（鹿屋市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

区分

その他
ＳＤＧｓの取
組推進につい
て

　県内の仲間たちと組ん
で，ＳＤＧｓの分野をこ
れから広めていこうと考
えており，ラーニング
ジャーニーという考え方
で，検証などを進めてい
こうとしている。鹿児島
県が，一体となって，
様々なことを学べる場所
にしていきたい。

　ＳＤＧｓが目指す持続可能な社会を実
現するためには，地方自治体及びその地
域で活動する多様な主体による積極的な
取組が不可欠です。
　県としては，県民の方々とＳＤＧｓの
理念の共有を図るとともに，ＳＤＧｓの
考え方を踏まえ，各般の施策に取り組ん
でまいります。

計画管
理室

その他
大隅地域への
アリーナの建
設について

　知事の中で，大隅ア
リーナという構想はない
のか。

　県としては，現在新たな総合体育館に
ついて，スポーツ振興の拠点としての機
能に加え，コンサート・イベント等のア
リーナ的な多目的利用による交流拠点と
しての機能が必要と考え，整備に向けた
検討を進めているところです。
　新たな総合体育館については，まず
は，具体的な施設の機能や規模・構成等
の検討を行い，その上で，これらを踏ま
え，整備候補地について検討を行ってい
くこととしております。

スポー
ツ施設
対策室
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担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

知事とのふれあい対話（鹿屋市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

区分

その他
日米地位協定
について

　知事として，日米地位
協定について，国に対し
て堂々と交渉できるよう
な意見を言っていただき
たい。

  日米地位協定につきましては，全国知
事会で，航空法などの国内法を原則とし
て米軍にも適用させることなどを求める
提言書を決議しているところです。
　防衛・安全保障政策は国の専管事項で
あり，国においては，全国知事会の提言
内容について，一層積極的に取り組んで
いただきたいと考えております。

総合政
策課

総合政
策課

その他
鹿児島県のあ
るべき姿につ
いて

　知事が考えている鹿児
島県のあるべき姿とはど
のようなことを考えてい
るか。

　人口が減少し高齢化が進む中で，将来
的にも地域が持続していけるよう，働く
場をしっかりと地元に作り,「稼ぐ力」を
向上させ，県民所得の向上を図ってまい
ります。
　また，これからは，あらゆる分野での
デジタル化，スマート化の導入が不可欠
であり，５ＧをはじめとするSociety5.0
時代のインフラを早期に整備し，経済社
会のイノベーション創出の動きをさらに
加速させてまいります。
　これらの取組を行うことで，時代の潮
流にも強く柔軟に対応できる社会，安
心・安全で持続可能な地域社会を構築す
るとともに，結婚・出産・子育てしやす
い環境の整備や高齢者が健やかで生きが
いを持てる社会の形成などに取り組み，
高齢者や女性，障害者，子供たち，あら
ゆる方々が生き生きと活躍し，暮らして
いけるような地域が，鹿児島県のあるべ
き姿だと思っています。
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